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新型コロナウィルス対応による臨時休校について

このたびの新型コロナウィルス感染拡大防止を目的とした緊急事態宣言の発令および、福島
県教育委員会からの指示を受け、白河市内の小中学校では、４月２２日（水）から臨時休校と
なります。
臨時休校中は以下のように対応して参りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、臨時休校中の連絡は、その都度、原則メールにて行います。

記

１ 臨時休校の期間
令和２年４月２２日（水）～５月６日（水）

２ 休校中の学習について
（１） 担任より指示があった内容やおたよりに示された内容に取り組ませてください。

（音読、ドリル、プリント、漢字ノート、自主学習 等）
（２） 相当期間の休みとなりますので、前の学年の復習や予習など、自主学習にも積極的

に取り組ませてください。
（３） 読書にも積極的に取り組ませてください。
（４） インターネットやＬＩＮＥが活用できる場合には「子どもの学び応援サイト」等を

利用した学習も可能です。

３ 休校中の生活について
（１） 別紙「臨時休校中のすごし方」をもとに、不要不急の外出を控えさせ、家庭で安全

にすごすよう声をかけてください。
（２） 体調管理をしっかり行い、規則正しい健康的な生活を送らせてください。

→ 早寝、早起き、朝ごはん
（３） 体力低下を防止するために、別紙おたよりをもとに運動にも積極的に取り組ませて

ください。

４ 感染予防のお願い
○ 不要不急の外出は控えてください。
◯ 人出の多いところへの外出を控えてください。
○ こまめに手洗いをさせてください。
○ 外出する際には咳エチケットを心がけ、マスクを着用させてください。
○ 状況に応じて習い事、スポーツクラブなどへの参加を自粛させてください。
○ 発熱、のどの痛み、咳が出る、だるい、などの症状が続く場合には、「帰国者・接触
者相談センター」に相談してください。

帰国者・接触者相談センター（県南保健所） ０２４８－２１－８１８８

５ 休校中にお子さんが感染したら
（１） お子さんが感染した場合には、必ず学校までご連絡ください。
（２） ご家族の方が感染した場合にもご連絡をお願いします。

※ プライバシーは遵守します。

６ その他
（１） 休校中のお子さんの様子を確認するため、後日担任より電話連絡を入れさせていた

だきます。
（２） ４月２４日に予定してた集金につきましては、５月１３日の集金の際に合わせて徴

収させていただきます。


